
i鯛ﾅ割事件蝿について

平虎2年9月29日家-第伽4333号家麓謁浮職長あて
家鬮司長通達

改正平磁4年1明19日家一第m4821号

標記の事件について，当分の間,下記により調査し，報告してください。
記

1 譲鯉露項

(1)毎年12月31日の時点で係属する遺産分割事件について,月蝿繊1の調査表に記載の事項

（2） （1切事件で係属3年を超えるものについては,鵬聞蓑式第2の調査表に冒蹴の事項
2調査表の械単位

（1）鵬闘儀式第1の調査表については,本お3支部及び出張所ごとに作成するとともに，
れらの調査結果を合計したものを作成する。

（2） ガ職織式第2の調査表については,本ﾘ宝支部及び出張所ごとに作成する。
3報告の方法

－

し

畠碇竺筐皇輝墜礎諏孟おいて取りまとめた上,高等裁判所を経由するこ
となく，家庭局第一課家事實詞係あてに送付する方法により報告する。ただし,5慨様式第
2について, 、 1α2め事件がない場合には報告を要しない。
4報告の期限

9

翌年2月20日とする。
付記

l この通達は，平成22年12月31日から夷恋する。
2平成5年12月6日付け最高鰄一第361号家庭局長通達I遺産分割事件の蝿につい
てJは，平成22年12月30日限り，廃止する。
付記（平24.12.19家一第m4821S)
この通達は，平成24年12月31日から実施する。



(別綴像式第1）

遺産分割事件係属状況調査表

蝦恵一）

、

＄

庁名
係属期間別件数

裁判所 支鄙等 建致 1年以内 1年を超え
2年以内

2年を超え
3年以内

3年を超え
5年以内

7年を超え
10年以内

3年を超える
長賜未済件数
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